
（一宮市市税条例第25条関係）

　（あて先）

設　　定

変　　更

廃　　止

－　　記　　入　　例　　－

氏 名 又 は 名 称

納税管理人は、申告や滞納処分に関するものを除き納税に関する一切の事項を

岐阜　一郎

令和　　○年　○○月　○○日

一宮　太郎

市民税・県民税に関する一切の事項を処理させるため、次のとおり一宮市内に

住所等を有しない納税管理人を
しましたので、承認してくださ
い 。

納税義務者 　一 宮 太 郎 　　　の納税管理人を承諾しました。

令和　　○　年　○○月　○○日

処理する者ですが、納税義務を負うわけではありません。

※法人の場合は、代表者印を押印ください。

(備考）

印

納　税　管　理　人　承　認　申　請　書

　　　一　宮　市　長

（納税義務者）

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地 一宮市本町二丁目５番６号

印

電 話 番 号

生 年 月 日

氏 名 又 は 名 称

※法人の場合は、代表者印を押印ください。

設 定 （ 変 更 ） の 理 由 海外赴任のため

岐阜市●●●●●●１８番地

　　　　    　　　058　（265）　○○○○

岐阜　一郎

　明治・大正・昭和・平成　25年　　　1月　　　1日

納 税 管 理 人

住所又は所在地


